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ゼンリン電子地図より作成 

福山城の縄張り復元図 
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本丸の櫓は、伏見櫓を除外し、月見櫓の「内一番」から火打櫓の「内九番」まで番号が振られている。 
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「福
山
領
分
語
伝
記
」で
の
福
山
城
の
記
述 
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（「福山城誌」「福山城」より） 明治初期の福山城古写真 
東から 西から 

南から 南東から 
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「備
陽
六
郡
志
」で
の
福
山
城
の
記
述 
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、
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座
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） 
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台
所
脇
ニ
壱
ヶ
所 

一
、
番
所 

筋
鉄
門
之
内
壱
ヶ
所 

坂
上 

鉄
門 

馬
出
門
之
外
、
藪
之
内
壱
ヶ
所
有
之
、
御
長
抦
之
者
壱
人
ッ
、
番
相
勤
候
所
、
近
年
相
止
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一
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渡
櫓
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八
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多
門
一
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よ
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一
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守
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後
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、
蔵
口
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、
御
城
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、
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千
石
と
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水
野
家
の
御
代
よ
り
壱
万
石
御
預
米
有
五
千
石
を
浜
の
蔵
に
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、
五
千
石
ハ
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に
被
入
置
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而
五
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石
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御
城
米
共
云
。
然
處
近
来
御
用
米
と
可
唱
由
被
仰
渡
、
正
福
公
御
代
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州

府
中
へ
弐
千
百
石
長
州
赤
間
か
関
江
七
千
二
百
石
、
御
廻
米
被
仰
付
、
其
以
後
御
預
米
無

之
故
、
廻
場
役
所
等
も
朽
倒
れ
、
御
蔵
も
大
破
に
及
候
に
付
、
三
間
拾
間
の
蔵
弐
ヶ
所
、
三
間

ニ
弐
拾
五
間
之
蔵
壱
ヶ
所
、
寛
永
三
年
之
春
被
崩
。
三
間
ニ
拾
間
之
蔵
三
ヶ
所
、
三
間
弐
拾
五

間
の
蔵
一
ヶ
所
相
残
。 
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【コラム】三の丸御屋形建設のナゾ 
 
現在、福山城関係のほとんどの書籍類では三の丸御屋形は水野家二代藩主勝俊によって建てられた
とされています。 
 
しかし、本当にそうでしょうか？ 
 
阿部時代初期に水野家の遺臣が記した「福山領分語伝記」では、水野勝俊について、 
「此殿様までは御城内之御住居ニ而、二ノ丸（注：現在の三の丸）御屋敷は其後之儀ニ候」 
と、三の丸御屋形に住んだのは勝俊以降であると記されています。 
しかも、三代藩主水野勝貞についてには、 
「御下屋敷は殿様御病気ニ付、御建テ遊被、御気晴所ニ成被候由、夫より直に御住居御座成被候に
付、其頃者御上屋と唱候由。」 
とあり、三代勝貞が御上屋（後の三の丸御屋形）を建てたとはっきりと書かれているのです。 
 
ところが、後に書かれた「備陽六郡志」では、 
「御屋形 勝成公御一代本丸に被成御座、勝俊公御代ニ丸に御屋形を御建御移、夫より松平忠雅公、
当 御代迄、二代（丸か）に被成御座候。」 
と、二代勝俊が三の丸御屋形を建てたと記されています。 
 
つまり、少なくともどちらかの記述が誤っているわけですが、書籍等では福山領分語伝記は無視され、備
陽六郡志の記述が全面的に受け入れられています。文献の信頼性は後に書かれた方が信頼性が低い
のが原則であるにも関わらず… 
 
このように、検証すれば疑問の余地が生じることでも、疑いようのない事実であるかのように扱われるのは、
三の丸御屋形についてだけではなく、福山城の「定説」の多くに見られます… 
 


